
船舶事故調査報告書 

平成３０年２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年９月２３日 ０７時２６分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐市名
な

島（前
まえ

島）東方沖 

名島灯台から真方位０９４°２６８ｍ付近 

（概位 北緯３３°４４.１′ 東経１２９°５１.６′） 

事故の概要 プレジャーボート T
ティー

・M
エム

Ⅱは、西北西進中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年１０月６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート T・MⅡ 、５トン未満（長さ９.４７ｍ） 

２９０－４２４７０福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 船首部船底外板に破口、プロペラ翼及びプロペラシャフトに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りの目的で

魚群探知機を使用して釣り場を選定しながら西北西進中、名島（前

島）東方沖の浅瀬に乗り揚げた。 

船長は、本船が船首部船底外板に破口を生じて浸水しているのを認

め、携帯電話で知人や海上保安庁に救助を要請した。 

本船は、来援した台船に揚収され、壱岐市芦辺
あ し べ

港に陸揚げされた。 

船長は、名島（前島）東方沖の浅瀬の存在を知っていた。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターを起動していたものの使用

していなかった。 

 船長及び同乗者は、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 本船は、船長が、ＧＰＳプロッターを使用して船位の確認を適切に

行っていなかったことから、名島（前島）東方沖の浅瀬に向けて航行

していることに気付かず、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、船長がＧＰＳプロッターを使用して船位の確認を適切に

行っていなかったため、本船が名島（前島）東方沖の浅瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・慣れた海域でもＧＰＳプロッターを活用し、船位の確認を行うこ

と。 


